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現在、政府は警戒レベル変更に向けて検討中であり、

令和3年5月に変更が予定されております。

【課題と背景】
 警戒レベル４避難勧告で避難せず被災する人が多いが、

警戒レベル４の避難勧告、避難指示(緊急)の意味の違いが正しく住民に
理解されておらず、また、両方が警戒レベル４に位置付けられ住民に
わかりにくい。

 現行の警戒レベル５「災害発生情報」は、取るべき行動が
わかりにくく、また、市町村が災害の発生を把握できず発令できないこ
とが多いため、有効に機能していない。

 現行の警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」は、
名称が長く、また、一般の人に求める「避難準備」から名称が始まるた
め、高齢者等に避難を求める情報であることが伝わりにくい。
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【対応と方向性】

 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル４の避難
勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化

（現行で避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を
発令する）

 災害が発生・切迫し、警戒レベル４での避難場所等への避
難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に
安全確保するよう促す情報を、警戒レベル５「緊急安全確
保」として位置づけ

 早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベ
ル３の名称を「高齢者等避難」に見直し
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出典：「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等のあり方について（最終とりまとめ）」の公表について 令和２年１２月２ ４日内閣府（防災担当）


